
 

 

 

 

 

と畜場直行生畜の輸入検疫要領 

 

 

 

平成１８年５月９日付け   １８動検第７４号 

 （と畜場直行生畜の輸入検疫要領について） 



 

 

（18 動検第 74 号） 

と畜場直行生畜の輸入検疫要領 

 

 下記１の地域から輸入し、輸入検疫終了後速やかにと畜場でと殺する生畜（牛、豚、

めん羊、山羊及び馬）であって、家畜伝染病予防法施行規則（以下「規則」という。）

第５０条第２項に基づき係留期間の短縮を適用するもの（以下「と殺用生畜」という。）

に係る輸入検疫は、下記により実施するものとする。 

 

記 

 

１ と殺用生畜の輸出国 

と殺用生畜の輸出国は、わが国との間にと殺用生畜に係る家畜衛生条件が合意され

ている国であること。 

 

２ と畜場の指定について 

（１）規則第５０条第２項に基づき家畜防疫官が指定すると畜場は、と畜場法（昭和２

８年法律第１１４号）第３条第３項に規定する「一般と畜場」であり、その所在す

る場所は、以下の条件を満たす場所に所在すること。 

ア 規則第５０条第２項の規定により指定する方法及び経路に従って、と殺用生畜を

防疫上安全に輸送することができること。 

イ 家畜防疫官が容易に立ち入ることが可能な範囲に所在すること。 

ウ と殺用生畜が動物検疫所から送致された当日中に当該生畜のと殺作業が終了でき

る範囲内に所在すること。 

（２）と殺用生畜を輸入しようとする者（以下「輸入者」という。）は、規則第５０条

第２項に基づき、当該生畜をと殺しようとすると畜場について家畜防疫官の指定を

受けるため、あらかじめ当該と畜場からと殺の承認を得た旨の書面（以下「と殺承

認書」という。別添「と殺承認願の例示」を参照）を添えて、当該生畜が到着する

１ヶ月前までに当該生畜の係留検査を担当する動物検疫所長（支所長、出張所長を

含む。以下「動物検疫所長」という。）あて別紙様式第１号を提出すること。 

ただし、と畜場から別紙様式第２号が提出されたときには、その提出をもって上

記別紙様式第１号の提出に替えることができる。 

（３）動物検疫所長は、別紙様式第１号の提出があったとき、当該と畜場と協議し、適

当と認められる場合には、別紙様式第３－１号及び３－２号をもって、と畜場とし

て指定する旨を申請者及び当該と畜場に通知する。 

ただし、と畜場から別紙様式第２号の提出があり、動物検疫所長が適当と認めた

ときは、別紙様式第４号をもって当該と畜場を指定する旨申請者に通知する。 

（４）と畜場の指定は、原則としてと殺用生畜の輸入の都度行うが、と殺用生畜の輸入

が継続して行われる場合には、１年を限度として当該と畜場を指定することができ

ることとする。 



 

 

 

３ 輸入検査の実施 

（１）輸入検査申請書の提出 

輸入者は、と殺用生畜の到着予定の少なくとも２日前までに、輸入検査申請書を

動物検疫所長あてに提出すること。この際、仕向地の欄に上記２により指定された

と畜場（以下「指定と畜場」という。）の指定番号、名称及び住所を記入するととも

に、と殺用生畜のと殺に係る具体的な計画（動物検疫所からの搬出予定日時、指定

と畜場への到着予定時間並びにと殺作業開始及び終了予定時間）を添付すること。

また、２の（２）のただし書きにより指定されたと畜場でと殺用生畜をと殺する場

合には、当該と殺用生畜に係る指定と畜場が発行したと殺承認書を添付すること。 

（２）係留検査 

係留検査は、「動物の輸入検査における検査実施項目等の指針」（平成１２年４月

２７日付け１２動検甲第６８７号）に基づき実施する。 

なお、牛の場合には、「輸入される牛への耳標装着及び情報提供等に係る取扱要領」

（平成１４年９月１９日付け１４動検第５６３号）に基づくと殺用生畜への耳標の

装着について輸入者を指導する。 

 

４ 輸入検疫証明書の交付等 

３の輸入検査の結果、監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認められると

きは、係留期間終了後速やかに搬出できるよう輸入検疫証明書を交付する。 

当該生畜の仕向予定通知書及び仕向通知については、「動物の輸入検疫要領」（平成

１８年４月７日付け１７動検第１３７８号）に準じて都道府県畜産主務課長あて通知

する。 

 

５ 指定と畜場への送致指示等 

（１）家畜防疫官は、と殺用生畜が指定と畜場へ送致されるに当たり、規則第５０条第

２項に基づく指示をするときは、別紙様式第５号により行う。 

（２）と殺用生畜の輸入者は、当該生畜の指定と畜場への到着及びと殺終了後、別紙様

式第６号により指定と畜場の到着及びと殺確認を受け、動物検疫所長に報告する。 

 

６ 家畜防疫官の立入検査 

家畜防疫官は、と殺用生畜のと殺に際し、係留期間を短縮したことを補完するため、

家畜伝染病予防法第５１条に基づき、随時立入検査を行う。 

 

７ 協力依頼事項 

動物検疫所長は、と殺用生畜を送致すると畜場の指定に当たり、指定と畜場及び管

轄保健所（食肉衛生検査所を含む。）に対し、次の事項についてあらかじめ協力を依

頼する。 

（１）と殺用生畜の搬入からと殺開始までの間、当該生畜とその他の動物（と畜を含む。）



 

 

との接触がないようにすること。 

（２）と殺用生畜をと殺するとき、当該生畜とその他のと畜とのと殺作業の区分を明確

にすること。 

（３）と殺用生畜の到着及びと殺確認を行い、別記様式第６号により証明すること。 

（４）家畜防疫官が、と殺及び解体に当たり立入検査を実施するときの便宜供与。 

 



 

 

別紙様式第１号 

 

年   月   日 

 

動物検疫所（    ）長 殿 

 

輸入者住所及び氏名  印 

 

 

輸入と殺用生畜をと殺すると畜場の指定申請について 

 

 

 下記のと畜場について、今回当社が（国名）から輸入する（種類、頭数）をと殺する

と畜場として指定願いたく、と畜場のと殺承認書を添えて申請致します。 

 

 

記 

 

１ と畜場の名称 

２ 所 在 地       

３ と殺予定期間 

４ そ の 他       

 

（所轄保健所・食肉衛生検査所の名称・所在地等） 

 

 

 

※注 当該と畜場のと殺承認書を添付すること。 



 

 

別紙様式第２号 

 

年   月   日 

 

動物検疫所（    ）長 殿 

 

と畜場の所在地 

名称及び代表者の印 

 

 

輸入と殺用生畜をと殺すると畜場の指定申請について 

 

 

 家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第５０条第２項に基づき、

下記に係る輸入と殺用生畜をと殺すると畜場として指定を受けたく申請致します。 

 

 

記 

 

１ 輸入予定者       

２ 生畜の種類       

３ と殺予定頭数 

４ と殺予定時期 

５ そ の 他       

（所轄保健所・食肉衛生検査所の名称・所在地等）



 

 

別紙様式第３－１号 

 

番       号 

年   月   日 

 

 （輸入者名）      殿 

 

動物検疫所（支所・出張所）長   印 

 

 

輸入と殺用生畜をと殺すると畜場の指定について 

 

 

    年  月  日付けで申請のあったと畜場について、家畜伝染病予防法施行規

則第５０条第２項の規定に基づき、下記のとおり輸入と殺用生畜をと殺すると畜場とし

て指定します。 

 なお、当該と畜場へのと殺用生畜の輸送方法及び輸送経路については、別途家畜防疫

官が指示することとなるので了知願います。 

 

 

記 

 

１ 指定と畜場名及び所在地 

２ 指 定 期 間            

３ そ の 他           



 

 

別紙様式第３－２号 

 

番       号 

年   月   日 

 

 （と畜場名）      殿 

 

動物検疫所（支所・出張所）長   印 

 

 

輸入と殺用生畜をと殺すると畜場の指定について 

 

 

    年  月  日付けで（輸入者名）より別添のとおり申請のあった貴と畜場に

ついて、家畜伝染予防法施行規則第５０条第２項の規定に基づき、下記のとおり輸入と

殺用生畜をと殺すると畜場として指定したのでお知らせします。 

 

 

記 

 

１ 指定と畜場名及び所在地 

２ 指 定 期 間            

３ そ の 他           



 

 

別紙様式第４号 

 

番       号 

年   月   日 

 

 （と畜場名）      殿 

 

動物検疫所（支所・出張所）長   印 

 

 

輸入と殺用生畜をと殺すると畜場の指定について 

 

 

   年  月  日付けで申請のあったこのことについては、家畜伝染病予防法施行

規則（昭和２６年農林省令第３５号）第５０条第２項に基づき、下記のとおり指定しま

す。 

 

 

記 

 

１ 指定と畜場名及び所在地 

２ 指 定 期 間            

３ そ の 他            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙様式第５号 

 

指定と畜場直行指示書 

 

年   月   日 

指 示 番 号          

 

             殿 

 

家畜防疫官 氏 名   印 

 

 

貴殿の輸入したと殺用生畜については、下記により（指定と畜場）に送致すること。 

 

 

記 

 

１ 種 類       

２ 頭 数       

３ 個体識別記号 

４ 発 送 月 日       

５ 輸 送 方 法      （専用輸送車の種類及び番号等） 

６ 輸 送 経 路       

７ と殺終了月日 

８ そ の 他       

 

 

 

注：７ と殺終了月日には、４ 発送月日と同日を記入すること。 



 

 

別紙様式第６号 

 

到着及びと殺確認書 

 

年   月   日 

 

動物検疫所（支所・出張所）長  殿 

 

輸入者住所・氏名   印 

 

   年  月  日付け（指定と畜場直行指示書番号）にて指示を受けたと殺用生畜

は下記のとおり到着しと殺したので報告します。 

 

 

記 

 

１ 種 類      

２ 到着年月日 

３ 到着頭数      

４ 事故頭数      

５ と殺期間      

６ 結 果      

７ 適 要      

 

 

     上記のとおり相違ないことを証明する。 

 

 

                 と畜場長                                    印 

 



 

 

別 添（と殺承認願の例示） 

 

年   月   日 

 

と畜場長     殿 

 

住所・氏名   印 

 

 

輸入と殺用生畜のと殺承認願い 

 

 

 今回当社が輸入すると殺用生畜について下記のとおり、貴場でと殺することを承認し

ていただきたくお願いします。 

 

記 

 

１ 種 類       

２ 仕 出 国       

３ と殺予定頭数 

４ と殺予定期間 

５ そ の 他       

 

 

     上記の件について承認する。 

 

 

        年   月   日 

 

                    

                                 と畜場長                                   印 

 


